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規　　　　　則

福井県県税条例施行規則の一部を改正する規則を公布する。 

令和８年３月３１日 

福井県知事 石田 嵩人 

福井県規則第２７号 

福井県県税条例施行規則の一部を改正する規則 

福井県県税条例施行規則（昭和３７年福井県規則第８号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前欄に掲げる規定を同表の改正後欄に掲げる規定に傍線で示すように改正する。 

改正後 改正前 

（納付または納入の告知等） 

第１１条 （略） 

２ 申告納付または申告納入の方法によって徴収する県税のうち更正または決定

による税額ならびにその延滞金および過少申告加算金もしくは不申告加算金ま

たは重加算金に係る前項本文の納税の告知は、条例第３５条、第４１条の８、

第４１条の１６、第４１条の２４、第４７条、第８１条の８、第９４条または

第１３３条の１４に規定する更正または決定通知書に、納付または納入すべき

金額、納付または納入の期限、納付または納入の場所その他必要な事項を記載

してすることができる。 

３・４ （略） 

（徴収猶予等の申請等） 

第２３条 （略） 

２ （略） 

３ 法第１５条の２の２（法第１５条の６の２第３項、第７２条の３８の２第１

２項、第７３条の２５第２項（法第７３条の２７の２第３項、第７３条の２７

の３第３項、第７３条の２７の４第３項（法第７３条の２７の５第２項および

第７３条の２７の７第２項において準用する場合を含む。）、第７３条の２７

の６第３項ならびに附則第１１条の４第３項および第５項において準用する場

合を含む。）および第１４４条の２９第２項において準用する場合を含む。）

の規定による通知は、別記様式第２６号の徴収猶予または換価の猶予（期間延

長）通知書または別記様式第２６号の２の徴収猶予（期間延長）不承認通知書

によって行うものとする。 

４ （略） 

（納付または納入の告知等） 

第１１条 （略） 

２ 申告納付または申告納入の方法によって徴収する県税のうち更正または決定

による税額ならびにその延滞金および過少申告加算金もしくは不申告加算金ま

たは重加算金に係る前項本文の納税の告知は、条例第３５条、第４１条の８、

第４１条の１６、第４１条の２４、第４７条、第８１条の８、第９４条、第１

３３条の１４または第１３５条の１５に規定する更正または決定通知書に、納

付または納入すべき金額、納付または納入の期限、納付または納入の場所その

他必要な事項を記載してすることができる。 

３・４ （略） 

（徴収猶予等の申請等） 

第２３条 （略） 

２ （略） 

３ 法第１５条の２の２（法第１５条の６の２第３項、第７２条の３８の２第１

２項、第７３条の２５第２項（法第７３条の２７の２第３項、第７３条の２７

の３第３項、第７３条の２７の４第３項（法第７３条の２７の５第２項および

第７３条の２７の７第２項において準用する場合を含む。）、第７３条の２７

の６第３項ならびに附則第１１条の４第３項および第５項において準用する場

合を含む。）、第１４４条の２９第２項および第１６４条第５項において準用

する場合を含む。）の規定による通知は、別記様式第２６号の徴収猶予または

換価の猶予（期間延長）通知書または別記様式第２６号の２の徴収猶予（期間

延長）不承認通知書によって行うものとする。 

４ （略） 
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（徴収猶予等の取消しの手続） 
第２５条 （略） 
２ 法第１５条の３第３項（法第７２条の３８の２第１２項、第７３条の２６第
２項（法第７３条の２７の２第３項、第７３条の２７の３第３項、第７３条の
２７の４第３項（法第７３条の２７の５第２項および第７３条の２７の７第２
項において準用する場合を含む。）、第７３条の２７の６第３項ならびに附則
第１１条の４第３項および第５項において準用する場合を含む。）、第１４４
条の２９第２項および附則第５９条第３項において準用する場合を含む。）の
規定による徴収猶予を取り消した旨の通知は、別記様式第３０号の徴収猶予取
消通知書によって行うものとする。 
３ （略） 
 
（延滞金額の免除の通知） 
第２９条 県税事務所等の長は、法第１５条の９（法第７２条の３８の２第１２
項において準用する場合を含む。）、第２０条の９の５、第７２条の３８の２
第１０項、第７３条の２５第３項（法第７３条の２７の２第３項、第７３条の
２７の３第３項、第７３条の２７の４第３項（法第７３条の２７の５第２項お
よび第７３条の２７の７第２項において準用する場合を含む。）、第７３条の
２７の６第３項ならびに附則第１１条の４第３項および第５項において準用す
る場合を含む。）および第１４４条の２９第３項の規定により延滞金額を免除
したときは、その旨を別記様式第３４号の延滞金額免除通知書によって通知す
るものとする。 
 
（徴収の引継ぎ） 
第４６条 （略） 
２ （略） 
３ 知事は、前項の規定により県税事務所等の長から引き継いだ徴収金が条例第
４条第１項第２２号に規定する徴収金に該当しなくなったと認めるときは、そ
の徴収を当該徴収金に係る県税の課税地を管轄する県税事務所等の長に引き継
がなければならない。 
４ （略） 
 
（納税済印の印影の形式） 

（徴収猶予等の取消しの手続） 
第２５条 （略） 
２ 法第１５条の３第３項（法第７２条の３８の２第１２項、第７３条の２６第
２項（法第７３条の２７の２第３項、第７３条の２７の３第３項、第７３条の
２７の４第３項（法第７３条の２７の５第２項および第７３条の２７の７第２
項において準用する場合を含む。）、第７３条の２７の６第３項ならびに附則
第１１条の４第３項および第５項において準用する場合を含む。）、第１４４
条の２９第２項、第１６４条第５項および附則第５９条第３項において準用す
る場合を含む。）の規定による徴収猶予を取り消した旨の通知は、別記様式第
３０号の徴収猶予取消通知書によって行うものとする。 
３ （略） 
 
（延滞金額の免除の通知） 
第２９条 県税事務所等の長は、法第１５条の９（法第７２条の３８の２第１２
項において準用する場合を含む。）、第２０条の９の５、第７２条の３８の２
第１０項、第７３条の２５第３項（法第７３条の２７の２第３項、第７３条の
２７の３第３項、第７３条の２７の４第３項（法第７３条の２７の５第２項お
よび第７３条の２７の７第２項において準用する場合を含む。）、第７３条の
２７の６第３項ならびに附則第１１条の４第３項および第５項において準用す
る場合を含む。）、第１４４条の２９第３項および第１６４条第３項の規定に
より延滞金額を免除したときは、その旨を別記様式第３４号の延滞金額免除通
知書によって通知するものとする。 
 
（徴収の引継ぎ） 
第４６条 （略） 
２ （略） 
３ 知事は、前項の規定により県税事務所等の長から引き継いだ徴収金が条例第
４条第１項第２１号に規定する徴収金に該当しなくなったと認めるときは、そ
の徴収を当該徴収金に係る県税の課税地を管轄する県税事務所等の長に引き継
がなければならない。 
４ （略） 
 
（納税済印の印影の形式） 
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第４８条の２ 条例第１４２条第３項および第２１０条第２項に規定する納税済

印（以下この節において「納税済印」という。）の印影の形式は、別記様式第

６１号の２によるものとする。 

 

（領収済証の発行） 

第４８条の５ 福井県税事務所長は、条例第１４２条第３項の規定により、納税

者から自動車税額の納付を受けた場合には、第４８条の２の規定による納税済

印を押印した別記様式第６１号の５の領収済証を当該納税者に交付するものと

する。 

 

 

（狩猟税または自動車税に係る申告書等の保存） 

第４８条の１７ （略） 

２ 前項の規定にかかわらず、福井県税事務所長は、申告書等のうち提出年度の

翌年度に嶺南振興局長が課税する自動車税の課税客体に係るものを、提出年度

の翌年度に嶺南振興局長に引き継ぐものとする。 

３ （略） 

 

（利子割交付金等の交付手続） 

第４９条 条例第４１条の１０第１項の規定による利子割交付金の交付および条

例第４１条の２６第１項の規定による株式等譲渡所得割交付金の交付は毎年度

３月に、条例第４１条の１８第１項の規定による配当割交付金の交付は毎年度

８月、１２月および３月に、別記様式第７０号の８の県民税利子割（配当割・

株式等譲渡所得割）交付金交付通知書を交付してするものとする。 

 

（課税免除の承認の手続） 

第７２条 条例第１３４条の３第１項ただし書、第２項ただし書および条例附則

第９条の承認を受けようとする者は、条例第１３４条の３第１項第４号、第２

項第４号および第５号ならびに条例附則第９条に規定する自動車であることを

証明するに足る書類を添え、事由発生のつど、自動車税課税免除申請書を県税

事務所等の長に提出し、その承認を受けなければならない。 

２ （略） 

３ 第１項の規定により自動車税の課税免除の承認を受けた者は、その事由が止

第４８条の２ 条例第１３５条の６第２項、第１４２条第３項および第２１０条

第２項に規定する納税済印（以下この節において「納税済印」という。）の印

影の形式は、別記様式第６１号の２によるものとする。 

 

（領収済証の発行） 

第４８条の５ 福井県税事務所長は、条例第１３５条の６第１項または条例第１

４２条第３項の規定により、納税者から自動車税の環境性能割額（当該自動車

税の環境性能割額に係る延滞金額を含む。）または自動車税の種別割額の納付

を受けた場合には、第４８条の２の規定による納税済印を押印した別記様式第

６１号の５の領収済証を当該納税者に交付するものとする。 

 

（狩猟税または自動車税に係る申告書等の保存） 

第４８条の１７ （略） 

２ 前項の規定にかかわらず、福井県税事務所長は、申告書等のうち提出年度の

翌年度に嶺南振興局長が課税する自動車税の種別割の課税客体に係るものを、

提出年度の翌年度に嶺南振興局長に引き継ぐものとする。 

３ （略） 

 

（利子割交付金等の交付手続） 

第４９条 条例第４１条の１０第１項の規定による利子割交付金の交付および条

例第４１条の１８第１項の規定による配当割交付金の交付は毎年度８月、１２

月および３月に、条例第４１条の２６第１項の規定による株式等譲渡所得割交

付金の交付は毎年度３月に、別記様式第７０号の８の県民税利子割（配当割・

株式等譲渡所得割）交付金交付通知書を交付してするものとする。 

 

（課税免除の承認の手続） 

第７２条 条例第１３４条の３第１項ただし書、第２項ただし書および条例附則

第９条の承認を受けようとする者は、条例第１３４条の３第１項第４号、第２

項第４号および第５号ならびに条例附則第９条に規定する自動車であることを

証明するに足る書類を添え、事由発生のつど、自動車税種別割課税免除申請書

を県税事務所等の長に提出し、その承認を受けなければならない。 

２ （略） 

３ 第１項の規定によって、種別割の課税免除の承認を受けた者は、その事由が
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んだ場合においては、直ちに、その旨を県税事務所等の長に届け出なければな
らない。 
（課税免除の取消し等） 
第７２条の２ （略） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

止んだ場合においては、直ちに、その旨を県税事務所等の長に届け出なければ
ならない。 
（課税免除の取消し等） 
第７２条の２ （略） 
（環境性能割の減免の範囲） 
第７２条の３ 条例第１３５条の１３第１項第２号の規則で定める身体に障害を
有し歩行が困難な者（以下この条において「身体障害者」という。）および同
号の規則で定める精神に障害を有し歩行が困難な者（以下この条において「精
神障害者」という。）は、次の各号のいずれかに該当する者とする。 
⑴ 身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）第１５条第１項の身体障
害者手帳（以下「身体障害者手帳」という。）の交付を受けている者のうち
、身体障害者福祉法施行規則（昭和２５年厚生省令第１５号）別表第５号に
規定する障害であって、次の表の左欄に掲げる障害の区分に応じそれぞれ同
表の右欄に掲げる障害の級別に該当する障害を有するもの（条例第１３５条
の１４第１項の規定により、年齢１８歳未満の身体障害者と生計を一にする
者が所有し、または身体障害者と生計を一にする者もしくは身体障害者もし
くは精神障害者（次号において「身体障害者等」という。）のみで構成され
る世帯に属する身体障害者を常時介護する者が運転する自動車の取得に係る
環境性能割を減免する場合にあっては、当該障害の級別が、下肢不自由につ
いて４級から６級までの各級に、体幹不自由について５級に、乳幼児期以前
の非進行性の脳病変による運動機能障害であって移動機能に係るものについ
て４級から６級までの各級に該当する者を除く。） 
障害の区分 障害の級別 

視覚障害 １級から４級までの各級 
聴覚障害 ２級および３級 
平衡機能障害 ３級 
音声機能、言語
機能またはそし
ゃく機能の障害 

３級 

上肢不自由 １級および２級 
下肢不自由 １級から６級までの各級 
体幹不自由 １級から３級までの各級および５級 
乳幼児期以前の  
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非進行性脳病変
による運動機能
障害 
上肢機能 １級および２級 
移動機能 １級から６級までの各級 

心臓機能障害 １級および３級 
じん臓機能障害 １級および３級 
呼吸器機能障害 １級および３級 
ぼうこうまたは
直腸の機能障害 

１級および３級 

小腸機能障害 １級および３級 
ヒト免疫不全ウ
イルスによる免
疫機能障害 

１級から３級までの各級 

肝臓機能障害 １級から３級までの各級 
⑵ 戦傷病者特別援護法（昭和３８年法律第１６８号）第４条第１項の戦傷病
者手帳（以下「戦傷病者手帳」という。）の交付を受けている者のうち、恩
給法（大正１２年法律第４８号）別表第１号表ノ２に規定する重度障害また
は同法別表第１号表ノ３に規定する障害であって、次の表の左欄に掲げる障
害の区分に応じそれぞれ同表の右欄に掲げる重度障害の程度または障害の程
度に該当する障害を有するもの（条例第１３５条の１４第１項の規定により
、身体障害者と生計を一にする者または身体障害者等のみで構成される世帯
に属する身体障害者を常時介護する者が運転する自動車の取得に係る環境性
能割を減免する場合にあっては、当該重度障害の程度または障害の程度が、
下肢不自由について第４項症から第６項症までの各項症または第１款症から
第３款症までの各款症に、体幹不自由について第５項症もしくは第６項症ま
たは第１款症から第３款症までの各款症に該当する者を除く。） 
障害の区分 重度障害の程度または障害の程度 

視覚障害 特別項症から第４項症までの各項症 
聴覚障害 特別項症から第４項症までの各項症 
平衡機能障害 特別項症から第４項症までの各項症 
音声機能障害 
（頸

けい
部に気管孔 

特別項症から第２項症までの各項症 
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を設け呼吸しな
ければならない
ものに限る。） 
上肢不自由 特別項症から第３項症までの各項症 
下肢不自由 特別項症から第６項症までの各項症および第１款症から第３

款症までの各款症 
体幹不自由 特別項症から第６項症までの各項症および第１款症から第３

款症までの各款症 
心臓機能障害 特別項症から第３項症までの各項症 
じん臓機能障害 特別項症から第３項症までの各項症 
呼吸器機能障害 特別項症から第３項症までの各項症 
ぼうこうまたは
直腸の機能障害 

特別項症から第３項症までの各項症 

小腸機能障害 特別項症から第３項症までの各項症 
肝臓機能障害 特別項症から第３項症までの各項症 
⑶ 厚生労働大臣の定めるところにより交付される療育手帳（以下「療育手帳
」という。）の交付を受けている者のうち重度の障害を有するもの 

⑷ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和２５年法律第１２３号）
第４５条第１項の精神障害者保健福祉手帳（障害者の日常生活及び社会生活
を総合的に支援するための法律（平成１７年法律第１２３号）第５２条第１
項の規定により支給認定（障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援す
るための法律施行令（平成１８年政令第１０号）第１条の２第３号に規定す
る精神通院医療に係るものに限る。）を受けている者に交付されるものに限
る。以下「精神障害者保健福祉手帳」という。）の交付を受けている者のう
ち精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令（昭和２５年政令第１５
５号）第６条第３項の表に規定する１級の精神障害の状態にあるもの 

⑸ 前各号に掲げる者に準ずるものとして知事が認める者 
２ 条例第１３５条の１３第１項第４号の知事が定める期間は、１月とする。 
３ 条例第１３５条の１３第１項第２号に規定する構造上身体障害者または精神
障害者（この条において「身体障害者等」という。）の利用に専ら供するため
のものと認められる自動車とは、車椅子の昇降装置もしくは固定装置または浴
槽を装置する等特別の仕様により製造された自動車または一般の自動車に同種
の構造変更が加えられた自動車をいう。 



令和８年3月31日（火）　　福 井 県 報 号 外 第 37 号8

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

４ 条例第１３５条の１３第１項第２号または第３号に掲げる自動車に対する環
境性能割の減免は、当該自動車が身体障害者等のために使用されると認められ
る場合または身体障害者が運転すると認められる場合に限り、行うものとする
。 
５ 福井県税事務所長は、条例第１３５条の１３第１項第１号、第２号または第
４号の規定に該当する自動車（同項第２号の規定に該当する自動車については
、構造上身体障害者等の利用に専ら供するためのものと認められる自動車に限
る。）の取得に対する環境性能割については、その全額を免除し、同項第２号
または第３号の規定に該当する自動車（同項第２号の規定に該当する自動車に
ついては、構造上身体障害者等の利用に専ら供するためのものと認められる自
動車を除く。）の取得に対する環境性能割については、当該取得価額のうち、
身体障害者等の利用に供し、または身体障害者が運転するための特別の装置の
設置または構造の変更に要した金額（超低床型バス（車高（車内の床の高さを
いう。以下この項において同じ。）を引き下げること、車内の段差をなくする
こと、身体障害者等の利用に供するための特別の装置を設置することその他乗
客の安全かつ円滑な利用に資すると認められる構造または装置を有するバスを
いう。）については、車椅子を固定する装置、車椅子の昇降を補助する装置お
よび車高を調整する装置の設置に係る金額）に当該自動車に係る環境性能割の
税率を乗じて得た額に相当する額を免除し、同項第５号の規定に該当する自動
車の取得に対する環境性能割については、当該滅失し、または損壊した自動車
の価額に当該自動車に係る環境性能割の税率を乗じて得た額に相当する額を免
除する。 
６ 条例第１３５条の１４第１項の規定に該当する自動車の取得に対する環境性
能割については、その全額を免除する。ただし、身体障害者（年齢１８歳未満
の身体障害者と生計を一にする者が自動車を取得する場合にあっては、当該身
体障害者と生計を一にする者を含む。以下この項において同じ。）または精神
障害者（精神障害者と生計を一にする者が自動車を取得する場合にあっては、
当該精神障害者と生計を一にする者を含む。以下この項において同じ。）とそ
の他の者が自動車を共同して取得する場合においては、当該自動車の取得に係
る環境性能割から当該身体障害者または当該精神障害者以外の者の負担部分に
対応する税額を控除した額を免除する。 
７ 条例第１３５条の１４第２項の規則で定める書類は、次の各号のいずれかに
掲げるものとする。 



令和８年3月31日（火）　　福 井 県 報 号 外 第 37 号9

 
 
 
 
（条例第１３７条第２項の地区） 
第７３条 （略） 
（自動車税の納付義務免除の通知） 
第７３条の２ 県税事務所等の長は、条例第１４６条第３項の規定による申告書
の提出があった場合において、自動車税の納付義務を免除し、または免除しな
いことを決定したときは、遅滞なく、その旨を当該申告をした者に通知するも
のとする。 
（自動車税の減免の範囲） 
第７４条 県税事務所等の長は、条例第１４９条第１項第１号の規定に該当する
自動車であって天災その他の災害（以下この条において「災害」という。）に
より当該自動車について生じた損害金額（保険金、損害賠償金等により補てん
された金額を除く。）が当該自動車の価額の１０分の３以上であるものに対す
る自動車税について、災害を受けた日の属する年度分の当該自動車税の税額に
２分の１を乗じて得た額に相当する税額を免除する。 
２ （略） 
３ 条例第１４９条第１項第３号の規則で定める身体に障害を有し歩行が困難な
者（以下この条において「身体障害者」という。）および同号の規則で定める
精神に障害を有し歩行が困難な者（以下この条において「精神障害者」という
。）は、次の各号のいずれかに該当する者とする。 
⑴ 身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）第１５条第１項の身体障
害者手帳（以下「身体障害者手帳」という。）の交付を受けている者のうち
、身体障害者福祉法施行規則（昭和２５年厚生省令第１５号）別表第５号の
障害であって、次の表の左欄に掲げる障害の区分に応じそれぞれ同表の右欄
に掲げる障害の級別に該当する障害を有するもの（条例第１５０条第１項の
規定により、年齢１８歳未満の身体障害者と生計を一にする者が所有し、ま
たは身体障害者と生計を一にする者もしくは身体障害者もしくは精神障害者
（次号において「身体障害者等」という。）のみで構成される世帯に属する
身体障害者を常時介護する者が運転する自動車に係る自動車税を減免する場
合にあっては、当該障害の級別が、下肢不自由について４級から６級までの

⑴ 身体障害者手帳 
⑵ 戦傷病者手帳 
⑶ 療育手帳 
⑷ 精神障害者保健福祉手帳 
（条例第１３７条第２項の地区） 
第７３条 （略） 
（種別割の納付義務免除の通知） 
第７３条の２ 県税事務所等の長は、条例第１４６条第３項の規定による申告書
の提出があった場合において、種別割の納付義務を免除し、または免除しない
ことを決定したときは、遅滞なく、その旨を当該申告をした者に通知するもの
とする。 
（種別割の減免の範囲） 
第７４条 県税事務所等の長は、条例第１４９条第１項第１号の規定に該当する
自動車であって天災その他の災害（以下この条において「災害」という。）に
より当該自動車について生じた損害金額（保険金、損害賠償金等により補てん
された金額を除く。）が当該自動車の価額の１０分の３以上であるものに対す
る種別割について、災害を受けた日の属する年度分の当該種別割の税額に２分
の１を乗じて得た額に相当する税額を免除する。 
２ （略） 
３ 条例第１４９条第１項第３号の規則で定める身体に障害を有し歩行が困難な
者（以下この条において「身体障害者」という。）および同号の規則で定める
精神に障害を有し歩行が困難な者（以下この条において「精神障害者」という
。）は、次の各号のいずれかに該当する者とする。 
⑴ 身体障害者手帳の交付を受けている者のうち、身体障害者福祉法施行規則
別表第５号の障害であって、次の表の左欄に掲げる障害の区分に応じそれぞ
れ同表の右欄に掲げる障害の級別に該当する障害を有するもの（条例第１５
０条第１項の規定により、年齢１８歳未満の身体障害者と生計を一にする者
が所有し、または身体障害者と生計を一にする者もしくは身体障害者もしく
は精神障害者（次号において「身体障害者等」という。）のみで構成される
世帯に属する身体障害者を常時介護する者が運転する自動車に係る種別割を
減免する場合にあっては、当該障害の級別が、下肢不自由について４級から
６級までの各級に、体幹不自由について５級に、乳幼児期以前の非進行性の
脳病変による運動機能障害であって移動機能に係るものについて４級から６
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各級に、体幹不自由について５級に、乳幼児期以前の非進行性の脳病変によ
る運動機能障害であって移動機能に係るものについて４級から６級までの各
級に該当する者を除く。） 

障害の区分 障害の級別 
（略） （略） 
⑵ 戦傷病者特別援護法（昭和３８年法律第１６８号）第４条第１項の戦傷病
者手帳（以下「戦傷病者手帳」という。）の交付を受けている者のうち、恩
給法（大正１２年法律第４８号）別表第１号表ノ２の重度障害または同法別
表第１号表ノ３の障害であって、次の表の左欄に掲げる障害の区分に応じそ
れぞれ同表の右欄に掲げる重度障害の程度または障害の程度に該当する障害
を有するもの（条例第１５０条第１項の規定により、身体障害者と生計を一
にする者または身体障害者等のみで構成される世帯に属する身体障害者を常
時介護する者が運転する自動車に係る自動車税を減免する場合にあっては、
当該重度障害の程度または障害の程度が、下肢不自由について第４項症から
第６項症までの各項症または第１款症から第３款症までの各款症に、体幹不
自由について第５項症もしくは第６項症または第１款症から第３款症までの
各款症に該当する者を除く。） 

障害の区分 重度障害の程度または障害の程度 
（略） （略） 
⑶ 厚生労働大臣の定めるところにより交付される療育手帳（以下「療育手帳
」という。）の交付を受けている者のうち重度の障害を有するもの 
⑷ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和２５年法律第１２３号）
第４５条第１項の精神障害者保健福祉手帳（障害者の日常生活及び社会生活
を総合的に支援するための法律（平成１７年法律第１２３号）第５２条第１
項の規定により支給認定（障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援す
るための法律施行令（平成１８年政令第１０号）第１条の２第３号に規定す
る精神通院医療に係るものに限る。）を受けている者に交付されるものに限
る。以下「精神障害者保健福祉手帳」という。）の交付を受けている者のう
ち精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令（昭和２５年政令第１５
５号）第６条第３項の表の１級の精神障害の状態にあるもの 
⑸ （略） 
４ （略） 
５ 条例第１４９条第１項第３号に掲げる自動車に対する自動車税の減免は、当

級までの各級に該当する者を除く。） 
 
 

障害の区分 障害の級別 
（略） （略） 
⑵ 戦傷病者手帳の交付を受けている者のうち、恩給法別表第１号表ノ２の重
度障害または同法別表第１号表ノ３の障害であって、次の表の左欄に掲げる
障害の区分に応じそれぞれ同表の右欄に掲げる重度障害の程度または障害の
程度に該当する障害を有するもの（条例第１５０条第１項の規定により、身
体障害者と生計を一にする者または身体障害者等のみで構成される世帯に属
する身体障害者を常時介護する者が運転する自動車に係る種別割を減免する
場合にあっては、当該重度障害の程度または障害の程度が、下肢不自由につ
いて第４項症から第６項症までの各項症または第１款症から第３款症までの
各款症に、体幹不自由について第５項症もしくは第６項症または第１款症か
ら第３款症までの各款症に該当する者を除く。） 

 
 

障害の区分 重度障害の程度または障害の程度 
（略） （略） 
⑶ 療育手帳の交付を受けている者のうち重度の障害を有するもの 
 
⑷ 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者のうち精神保健及び精神障
害者福祉に関する法律施行令第６条第３項の表の１級の精神障害の状態にあ
るもの 

 
 
 
 
 
 
⑸ （略） 
４ （略） 
５ 条例第１４９条第１項第３号に掲げる自動車に対する種別割の減免は、当該
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該自動車が身体障害者等のために使用されると認められる場合に限り、行うも
のとする。 
６ 条例第１４９条第１項第２号または第３号の規定に該当する自動車に対する
自動車税については、次の表の左欄に掲げる区分に応じ、同表の右欄に掲げる
額を免除する。 

区分 免除する額    
普通徴収の
方法によっ
て徴収され
る自動車税 

賦課期日から当該賦課
期日の属する年度の末
日までの間において条
例第１４９条第１項第
２号または第３号の規
定に該当することとな
った自動車に係るもの 

納付すべき自動車税の税額から当該税
額を１２で除して得た額（法第１５７
条第１項または第２項の規定により月
割をもって課するものにあっては、こ
れらの規定による課税額から当該課税
額を納税義務が発生した月の翌月から
年度の末日の属する月までの月数また
は賦課期日の属する月から納税義務が
消滅した月までの月数で除して得た額
）に賦課期日の属する月から減免の申
請があった日の属する月までの月数を
乗じて得た額を減じて得た額   

それ以外のもの 納付すべき自動車税の税額（法第１５
７条第２項の規定により月割をもって
課するものにあっては、同項の規定に
よる課税額）の全額       

証紙徴収の
方法によっ
て徴収され
る自動車税 

当該自動車税の納付の
日から当該納付の日の
属する年度の末日まで
の間において条例第１
４９条第１項第２号ま
たは第３号の規定に該
当することとなった自
動車に係るもの 

納付すべき自動車税の税額から当該税
額を当該納付の日の属する月から当該
納付の日の属する年度の末日の属する
月までの月数をもって除して得た額（
法第１５７条第２項の規定により月割
をもって課するものにあっては、同項
の規定による課税額から当該課税額を
納付の日の属する月から納税義務が消
滅した月までの月数で除して得た額）
に当該納付の日の属する月から減免の
申請があった日の属する月までの月数

自動車が身体障害者等のために使用されると認められる場合に限り、行うもの
とする。 
６ 条例第１４９条第１項第２号または第３号の規定に該当する自動車に対する
種別割については、次の表の左欄に掲げる区分に応じ、同表の右欄に掲げる額
を免除する。 

区分 免除する額    
普通徴収の
方法によっ
て徴収され
る種別割 

賦課期日から当該賦課
期日の属する年度の末
日までの間において条
例第１４９条第１項第
２号または第３号の規
定に該当することとな
った自動車に係るもの 

納付すべき種別割の税額から当該税額
を１２で除して得た額（法第１７７条
の１０第１項または第２項の規定によ
り月割をもって課するものにあっては
、これらの規定による課税額から当該
課税額を納税義務が発生した月の翌月
から年度の末日の属する月までの月数
または賦課期日の属する月から納税義
務が消滅した月までの月数で除して得
た額）に賦課期日の属する月から減免
の申請があった日の属する月までの月
数を乗じて得た額を減じて得た額   

それ以外のもの 納付すべき種別割の税額（法第１７７
条の１０第２項の規定により月割をも
って課するものにあっては、同項の規
定による課税額）の全額       

証紙徴収の
方法によっ
て徴収され
る種別割 

当該種別割の納付の日
から当該納付の日の属
する年度の末日までの
間において条例第１４
９条第１項第２号また
は第３号の規定に該当
することとなった自動
車に係るもの 

納付すべき種別割の税額から当該税額
を当該納付の日の属する月から当該納
付の日の属する年度の末日の属する月
までの月数をもって除して得た額（法
第１７７条の１０第２項の規定により
月割をもって課するものにあっては、
同項の規定による課税額から当該課税
額を納付の日の属する月から納税義務
が消滅した月までの月数で除して得た
額）に当該納付の日の属する月から減
免の申請があった日の属する月までの
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を乗じて得た額を減じて得た額   
それ以外のもの 納付すべき自動車税の税額（法第１５

７条第２項の規定により月割をもって
課するものにあっては、同項の規定に
よる課税額）の全額    

７ 条例第１５０条第１項の規定に該当する自動車に対する自動車税については
、次の表の左欄に掲げる区分に応じ、同表の右欄に掲げる額を免除する。ただ
し、身体障害者（年齢１８歳未満の身体障害者と生計を一にする者が所有する
自動車にあっては、当該身体障害者と生計を一にする者を含む。以下この項に
おいて同じ。）または精神障害者（精神障害者と生計を一にする者が所有する
自動車にあっては、当該精神障害者と生計を一にする者を含む。以下この項に
おいて同じ。）とその他の者が自動車を共有する場合においては、当該自動車
に係る自動車税額から当該身体障害者または当該精神障害者以外の者の負担部
分に対応する税額を控除した額を免除する。 

区分 免除する額    
普通徴収の
方法によっ
て徴収され
る自動車税 

賦課期日から当該賦課
期日の属する年度の末
日までの間において条
例第１５０条各号の規
定に該当することとな
った自動車に係るもの 

納付すべき自動車税の税額から当該税
額を１２で除して得た額（法第１５７
条第１項または第２項の規定により月
割をもって課するものにあっては、こ
れらの規定による課税額から当該課税
額を納税義務が発生した月の翌月から
年度の末日の属する月までの月数また
は賦課期日の属する月から納税義務が
消滅した月までの月数で除して得た額
）に賦課期日の属する月から減免の申
請があった日の属する月までの月数を
乗じて得た額を減じて得た額   

それ以外のもの 納付すべき自動車税の税額（法第１５
７条第２項の規定により月割をもって
課するものにあっては、同項の規定に
よる課税額）の全額       

証紙徴収の
方法によっ

当該自動車税の納付の
日から当該納付の日の

納付すべき自動車税の税額から当該税
額を当該納付の日の属する月から当該

月数を乗じて得た額を減じて得た額   
それ以外のもの 納付すべき種別割の税額（法第１７７

条の１０第２項の規定により月割をも
って課するものにあっては、同項の規
定による課税額）の全額    

７ 条例第１５０条第１項の規定に該当する自動車に対する種別割については、
次の表の左欄に掲げる区分に応じ、同表の右欄に掲げる額を免除する。ただし
、身体障害者（年齢１８歳未満の身体障害者と生計を一にする者が所有する自
動車にあっては、当該身体障害者と生計を一にする者を含む。以下この項にお
いて同じ。）または精神障害者（精神障害者と生計を一にする者が所有する自
動車にあっては、当該精神障害者と生計を一にする者を含む。以下この項にお
いて同じ。）とその他の者が自動車を共有する場合においては、当該自動車に
係る種別割額から当該身体障害者または当該精神障害者以外の者の負担部分に
対応する税額を控除した額を免除する。 

区分 免除する額    
普通徴収の
方法によっ
て徴収され
る種別割 

賦課期日から当該賦課
期日の属する年度の末
日までの間において条
例第１５０条各号の規
定に該当することとな
った自動車に係るもの 

納付すべき種別割の税額から当該税額
を１２で除して得た額（法第１７７条
の１０第１項または第２項の規定によ
り月割をもって課するものにあっては
、これらの規定による課税額から当該
課税額を納税義務が発生した月の翌月
から年度の末日の属する月までの月数
または賦課期日の属する月から納税義
務が消滅した月までの月数で除して得
た額）に賦課期日の属する月から減免
の申請があった日の属する月までの月
数を乗じて得た額を減じて得た額   

それ以外のもの 納付すべき種別割の税額（法第１７７
条の１０第２項の規定により月割をも
って課するものにあっては、同項の規
定による課税額）の全額       

証紙徴収の
方法によっ

当該種別割の納付の日
から当該納付の日の属

納付すべき種別割の税額から当該税額
を当該納付の日の属する月から当該納
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て徴収され
る自動車税 

属する年度の末日まで
の間において条例第１
５０条各号の規定に該
当することとなった自
動車に係るもの 

納付の日の属する年度の末日の属する
月までの月数をもって除して得た額（
法第１５７条第２項の規定により月割
をもって課するものにあっては、同項
の規定による課税額から当該課税額を
納付の日の属する月から納税義務が消
滅した月までの月数で除して得た額）
に当該納付の日の属する月から減免の
申請があった日の属する月までの月数
を乗じて得た額を減じて得た額   

それ以外のもの 納付すべき自動車税の税額（法第１５
７条第２項の規定により月割をもって
課するものにあっては、同項の規定に
よる課税額）の全額    

８ （略） 
９ 条例第１５１条第１項の規則で定める自動車とは、自動車税の賦課期日にお
いて、同項に規定する自動車を取り扱う者が展示し、かつ、当該自動車を取り
扱う者が道路運送車両法（昭和２６年法律第１８５号）第４条の自動車登録フ
ァイルに登録または記載されている所有者および使用者である自動車（知事が
別に定める自動車を除く。）をいう。 
１０ 条例第１５１条第１項の規定に該当する自動車に対する自動車税について
は、当該自動車税に１２分の３を乗じて得た額に相当する税額を免除する。た
だし、賦課期日以後５月３１日以前において法第１５７条第２項の規定により
月割をもって課する場合の軽減額は、当該月割額とする。 
１１ 条例第１５１条第２項に規定する規則で定める書類は、次に掲げるものと
する。 
⑴・⑵ （略） 
⑶ 減免を受けようとする自動車に係る当該年度の自動車税納税通知書の写し 
⑷・⑸ （略） 
１２ 県税事務所等の長は、前各項の規定により自動車税を軽減し、または軽減
しないことを決定したときは、遅滞なくその旨を当該申請者に通知するものと
する。 
（自動車税の証明書の交付） 

て徴収され
る種別割 

する年度の末日までの
間において条例第１５
０条各号の規定に該当
することとなった自動
車に係るもの 

付の日の属する年度の末日の属する月
までの月数をもって除して得た額（法
第１７７条の１０第２項の規定により
月割をもって課するものにあっては、
同項の規定による課税額から当該課税
額を納付の日の属する月から納税義務
が消滅した月までの月数で除して得た
額）に当該納付の日の属する月から減
免の申請があった日の属する月までの
月数を乗じて得た額を減じて得た額   

それ以外のもの 納付すべき種別割の税額（法第１７７
条の１０第２項の規定により月割をも
って課するものにあっては、同項の規
定による課税額）の全額    

８ （略） 
９ 条例第１５１条第１項の規則で定める自動車とは、種別割の賦課期日におい
て、同項に規定する自動車を取り扱う者が展示し、かつ、当該自動車を取り扱
う者が道路運送車両法（昭和２６年法律第１８５号）第４条の自動車登録ファ
イルに登録または記載されている所有者および使用者である自動車（知事が別
に定める自動車を除く。）をいう。 
１０ 条例第１５１条第１項の規定に該当する自動車に対する種別割については
、当該種別割に１２分の３を乗じて得た額に相当する税額を免除する。ただし
、賦課期日以後５月３１日以前において法第１７７条の１０第２項の規定によ
り月割をもって課する場合の軽減額は、当該月割額とする。 
１１ 条例第１５１条第２項に規定する規則で定める書類は、次に掲げるものと
する。 
⑴・⑵ （略） 
⑶ 減免を受けようとする自動車に係る当該年度の種別割納税通知書の写し 
⑷・⑸ （略） 
１２ 県税事務所等の長は、前各項の規定により種別割を軽減し、または軽減し
ないことを決定したときは、遅滞なくその旨を当該申請者に通知するものとす
る。 
（種別割の証明書の交付） 
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第７４条の２ 条例第１５３条第３項の規則で定める場合は、次に掲げる場合と
する。 
⑴ 自動車税納税通知書（一括納付用）（別記様式第８号（その２の２））に
より徴収金の納付を受けた場合 
⑵ 条例第１５０条第１項の規定により自動車税を減免した場合（自動車税減
免通知書（別記様式第１０号（その５））を交付する場合に限る。） 
（納付義務免除の通知） 
第７４条の３ 県税事務所等の長は、条例第１４６条第３項の規定による申告書
の提出があった場合において、自動車税の納付義務を免除し、または免除しな
いことを決定したときは、遅滞なく、その旨を当該申告をした者に通知するも
のとする。 
 
 
 
 
（様式） 
第７５条 自動車税について作成する書面のうち、次の左欄に掲げるものの書式
および作成の方法は、それぞれ次の右欄に掲げる様式に定めるところによる。 
 

書面の種類 様式 
１～８ 削除 
 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

第７４条の２ 条例第１５３条第３項の規則で定める場合は、次に掲げる場合と
する。 
⑴ 自動車税種別割納税通知書（一括納付用）（別記様式第８号（その２の２
））により徴収金の納付を受けた場合 

⑵ 条例第１５０条第１項の規定により種別割を減免した場合（自動車税種別
割減免通知書（別記様式第１０号（その５））を交付する場合に限る。） 

（納付義務免除の通知） 
第７４条の３ 福井県税事務所長は、条例第１３５条の８第１項、条例第１３５
条の１２第１項、条例第１３５条の１３第１項または条例第１３５条の１４第
１項の規定により環境性能割を免除し、もしくは減額することを決定したとき
、または免除し、もしくは減額しないことを決定したときは、遅滞なく、その
旨を当該申請者に通知するものとする。 
２ 県税事務所等の長は、条例第１４６条第３項の規定による申告書の提出があ
った場合において、種別割の納付義務を免除し、または免除しないことを決定
したときは、遅滞なく、その旨を当該申告をした者に通知するものとする。 
（様式） 
第７５条 環境性能割および種別割について作成する書面のうち、次の左欄に掲
げるものの書式および作成の方法は、それぞれ次の右欄に掲げる様式に定める
ところによる。 

書面の種類 様式 
１ 法第１６１条第２項の規定による修正申告書（
自動車税環境性能割修正申告書） 

別記様式第１１６号 

２ 条例第１３５条の８第２項もしくは第１３５条
の１１第２項の規定による申請書または条例第１
３５条の９第２項の規定による申告書（譲渡担保
財産の取得に係る自動車税環境性能割（免除・還
付・徴収猶予）申請（申告）書） 

別記様式第８７号 

３ 条例第１３５条の１２第２項の規定による申請
書（自動車の返還に係る自動車税環境性能割還付
・免除申請書） 

別記様式第１１７号 

４ 条例第１３５条の１３第２項または第１３５条
の１４第２項の規定による申請書（自動車税環境
性能割減免申請書） 

別記様式第１１８号 
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９ （略） （略） 
１０ 条例第１４６条の規定による申告書（自動車
税納付義務免除申告書） 

別記様式第１４２号の２ 

１１ 条例第１４９条第２項および第３項、条例第
１５０条第２項ならびに条例第１５１条第２項の
規定による申請書（自動車税減免申請書） 

別記様式第１１８号 

１２ 第７４条第１２項の規定による通知書（自動
車税減免（不承認）通知書） 

別記様式第１０号 

１３ 条例第１４９条第５項の規定による申告書（
自動車税減額（免除）事由消滅申告書） 

別記様式第１４２号の３ 

１４ 条例第１５３条第１項の規定による証明書（
自動車税納税証明書（継続検査用・構造等変更検
査用）） 

別記様式第１４３号 

１５ 条例第１５３条第２項の規定による請求書（
自動車税納税証明書（継続検査用・構造等変更検
査用）交付請求書） 

別記様式第１４３号の２ 

１６ 条例第１５３条第３項の規定による証明書（
自動車税納税証明書（継続検査用・構造等変更検
査用）） 

別記様式第１４３号の３ 

１７ 第７２条第１項の規定による申請書（自動車
税課税免除申請書） 

別記様式第１４４号 

１８ 第７２条第２項の規定による通知書（自動車 別記様式第１４４号の２ 

５ 第７４条の３の規定による通知書（自動車税環
境性能割減額・免除（不承認）通知書） 

別記様式第１０号 

６ 条例第１３５条の１５の規定による更正または
決定通知書（自動車税環境性能割額等更正決定通
知書） 

別記様式第１１９号 

７ 条例第１３５条の１５の規定による決定通知書
（過少申告加算金（不申告加算金・重加算金）決
定通知書 

別記様式第７０号（その
２） 

８ 条例第１３５条の１７第２項の規定による交付
金交付決定通知書（自動車税環境性能割交付金交
付決定通知書） 

別記様式第１２０号 

９ （略） （略） 
１０ 条例第１４６条の規定による申告書（自動車
税種別割納付義務免除申告書） 

別記様式第１４２号の２ 

１１ 条例第１４９条第２項および第３項、条例第
１５０条第２項ならびに条例第１５１条第２項の
規定による申請書（自動車税種別割減免申請書） 

別記様式第１１８号 

１２ 第７４条第１２項の規定による通知書（自動
車税種別割減免（不承認）通知書） 

別記様式第１０号 

１３ 条例第１４９条第５項の規定による申告書（
自動車税種別割減額（免除）事由消滅申告書） 

別記様式第１４２号の３ 

１４ 条例第１５３条第１項の規定による証明書（
自動車税種別割納税証明書（継続検査用・構造等
変更検査用）） 

別記様式第１４３号 

１５ 条例第１５３条第２項の規定による請求書（
自動車税種別割納税証明書（継続検査用・構造等
変更検査用）交付請求書） 

別記様式第１４３号の２ 

１６ 条例第１５３条第３項の規定による証明書（
自動車税種別割納税証明書（継続検査用・構造等
変更検査用）） 

別記様式第１４３号の３ 

１７ 第７２条第１項の規定による申請書（自動車
税種別割課税免除申請書） 

別記様式第１４４号 

１８ 第７２条第２項の規定による通知書（自動車 別記様式第１４４号の２ 
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税課税免除（不承認）通知書） 
１９ 第７２条第３項の規定による届出書（自動車
税課税免除事由消滅届） 

別記様式第１４４号の３ 

２０ 第７２条の２の規定による通知書（自動車税
課税免除取消通知書） 

別記様式第１４４号の４ 

２１ 第７３条の２の規定による通知書（自動車税
納付義務免除（不承認）通知書） 

別記様式第１４４号の５ 
 

税種別割課税免除（不承認）通知書） 
１９ 第７２条第３項の規定による届出書（自動車
税種別割課税免除事由消滅届） 

別記様式第１４４号の３ 

２０ 第７２条の２の規定による通知書（自動車税
種別割課税免除取消通知書） 

別記様式第１４４号の４ 

２１ 第７３条の２の規定による通知書（自動車税
種別割納付義務免除（不承認）通知書） 

別記様式第１４４号の５ 
   

 様式第８号（その２）から様式第８号（その２の３）までおよび様式第１０号（その５）中「種別割」を削る。 
 様式第５２号の３（その１）を次のように改める。 
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様式第５２号の４（その２）を次のように改める。 
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 様式第６０号中「第４８条第３項本文」を「第７３９条の５第３項本文」に改める。 
様式第６１号の５（その１）を次のように改める。 
  

  

 様式第５３号の２を次のように改める。 
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様式第６１号の５（その２）を次のように改める。 
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令和８年3月31日（火）　　福 井 県 報 号 外 第 37 号21

 様式第６１号の５（その３）および様式第６１号（その４）を削る。 

 様式第６８号中

「
                           

 

」

を

「
                           

」

に改める。 

 様式第７２号から様式第７５号までを次のように改める。 
様式第７２号から様式第７５号まで 削除 
様式第８７号を次のように改める。 
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 様式第１０４号から様式第１１３号までを次のように改める。 
様式第１０４号から様式第１１３号まで 削除 
 様式第１１６号および様式第１１７号を次のように改める。 
様式第１１６号および様式第１１７号 削除 
 様式第１１８号（その２）から様式第１１８号（その５）までを次のように改める。 
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様式第１１８号（その３）（第７５条関係） 

自動車税減免申請書 

年  月  日 

 福井県     長 様 

納税者                    

住 所（所在地）             

氏 名（名 称）             

個人番号（法人番号）            

（電話番号     ―  ―    ）   

自動車税の減免について、福井県県税条例第１５０条第２項の規定により、次のとおり申請します。 

１ 対象となる自動車 

  

登 録 番 号  福井 自 営 の 別 自家用 ・ 営業用 

自動車の定置場 
□納税者の住所と同じ 

□その他（               ） 
車 検 満 了 日 年  月  日  

減 免 の 事 由  ア 通学   イ 通院   ウ 通所   エ 生業   オ 通勤 

２ 障害の状況 

  

身 体 障 害 者 等 の

氏 名 等 

□納税者と同一    （住所）             （納税者との関係） 

□納税者と異なる → （氏名）        （  歳） 

手 帳 の 種 類 □身体障害者手帳 □戦傷病者手帳 □療育手帳 □精神障害者保健福祉手帳 

手 帳 番 号   
交 付 年 月 日 

（ 変 更 年 月 日 ） 
年  月  日  

障害の区分および級別等 

障 害 の 区 分 級別等 障 害 の 区 分 級別等 障 害 の 区 分 級別等 

ア 視覚   

ク 乳幼児以前の非進行

性脳病変による運動

機能障害（上肢） 

  ソ 免疫   

イ 聴覚   

ケ 乳幼児以前の非進行

性脳病変による運動

機能障害（移動機能） 

  タ 肝臓   

ウ 平衡   コ 心臓   チ 療育   

エ 音声・言語・そしゃく   サ じん臓   ツ 精神障害   

オ 上肢   シ 呼吸器       

カ 下肢   ス ぼうこうまたは直腸   テ その他   

キ 体幹   セ 小腸       

３ 運転者の概況 

  

運 転 者 の 氏 名 等 

□納税者と同一 

（納税者との関係） □生計同一者 

□常時介護者 
→ 

（住所） 

（氏名） 

運転免許証または

特定免許情報の内容 

番 号   

免許の

条件等 

□有        □無 

 □眼鏡等 

 □AT車限定 

 □その他（    ） 

種 類 普通・中型・大型・その他（ ） 

運転免許の年月日   年  月  日 

有 効 期 間   年  月  日まで 

４ 減免申請内訳 

 

課 税 年 度     

税 額 円   

減 免 申 請 額 円 □全額   □月割（  月から減免） 
 
（注）１ 個人の方が新たに取得した自動車に対する当該年度分の自動車税についてこの申請を行う場合は、個人番号の記載を要しま

せん。 

   ２ 障害の区分および級別等の欄は、該当する障害の種類の記号を丸で囲み、部位ごとに等級等を記入してください。 

   ３ 精神障害者については、自立支援医療費（精神通院医療）受給者証を提示してください。  
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令和８年3月31日（火）　　福 井 県 報 号 外 第 37 号25

 様式第１１８号（その６）中「自動車税種別割」を「自動車税」に、「種別割納税通知書」を「自動車税納税通知書」に改める。 
 様式第１１８号（その７）中「種別割」を削る。 
様式第１１９号から様式第１２１号までを次のように改める。 
様式第１１９号から様式第１２１号まで 削除 
 様式第１４２号の２から様式第１４４号の５までの規定中「種別割」を削る。 

附 則 
（施行期日） 
１ この規則は、令和８年４月１日から施行する。 
 （経過措置） 
２ 改正前の福井県県税条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。 
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福井県訓令第６号 

            総務部 

嶺南振興局 

福井県税事務所 

 県税賦課徴収事務取扱規程の一部を改正する訓令を次のように定める。 

  令和８年３月３１日 

      福井県知事 石田 嵩人 

   県税賦課徴収事務取扱規程の一部を改正する訓令 

県税賦課徴収事務取扱規程（昭和３８年福井県訓令第３号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前欄に掲げる規定を同表の改正後欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

改正後 改正前 
  

（月割賦課の税額算出方法） 

第１５条 自動車税および鉱区税の納税義務の発生または消滅に伴う賦課に対す

る税額の算出は、その年度分の税額に賦課すべき月数を乗じて得た額を１２で

除して計算するものとする。 

（減額もしくは納税義務免除または還付等の手続） 

第１６条 県税事務所等の長は、規則第５８条（不動産取得税に係る様式）の表

３の項、７の項または８の項に規定する不動産取得税の減額もしくは免除また

は還付申請書の提出があったときは、第１４条（課税標準額等の決定）の規定

に準じて決議しなければならない。 

 

２ 前項の規定は、規則第７１条の７（軽油引取税に係る様式）の表１９の項に

規定する軽油引取税の還付または納入義務免除申請書の提出があった場合に準

用する。 

３ 第１項の規定は、規則第４９条の２（県民税に係る様式）の表１２の項、第

５４条（事業税に係る様式）の表７の２の項もしくは１１の項、第５８条（不

動産取得税に係る様式）の表９の項、第７１条の７（軽油引取税に係る様式）

の表２３の項、第７５条（自動車税に係る様式）の表１１の項、第７６条（鉱

区税に係る様式）の表３の項、第７９条（固定資産税に係る様式）の表４の項

または第８７条の３（狩猟税に係る様式）の表２の項に規定する減額または免

除申請書の提出があった場合に準用する。 

４ （略） 

 

（月割賦課の税額算出方法） 

第１５条 自動車税の種別割および鉱区税の納税義務の発生または消滅に伴う賦

課に対する税額の算出は、その年度分の税額に賦課すべき月数を乗じて得た額

を１２で除して計算するものとする。 

（減額もしくは納税義務免除または還付等の手続） 

第１６条 県税事務所等の長は、規則第５８条（不動産取得税に係る様式）の表

⑶の項、⑺の項もしくは⑻の項または規則第７５条（環境性能割および種別割

に係る様式）の表⑷の項もしくは⑸の項に規定する不動産取得税または自動車

税の環境性能割の減額もしくは免除または還付申請書の提出があったときは、

第１４条（課税標準額等の決定）の規定に準じて決議しなければならない。 

２ 前項の規定は、規則第７１条の７（軽油引取税に係る様式）の表⒆の項に規

定する軽油引取税の還付または納入義務免除申請書の提出があった場合に準用

する。 

３ 第１項の規定は、規則第４９条の２（県民税に係る様式）の表⑿の項、第５

４条（事業税に係る様式）の表（７の２）の項もしくは⑾の項、第５８条（不

動産取得税に係る様式）の表⑼の項、第７１条の７（軽油引取税に係る様式）

の表 の項、第７５条（環境性能割および種別割に係る様式）の表⑹の項もし

くは⑾の項、第７６条（鉱区税に係る様式）の表⑶の項、第７９条（固定資産

税に係る様式）の表⑷の項または第８７条の３（狩猟税に係る様式）の表⑵の

項に規定する減額または免除申請書の提出があった場合に準用する。 

４ （略） 

 

(23) 

 

訓　　　　　令
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（徴収猶予およびその取消しの手続） 
第２１条 （略） 
２ （略） 
３ 第１項の規定は、規則第５８条（不動産取得税に係る様式）の表７の項およ
び８の項に定める申請書または申告書の提出があり、その申請書または申告書
に基づき徴収の猶予をする場合に準用する。 
 
（滞納整理手続等） 
第２２条 県税事務所等の長は、督促状を発した場合には、直ちに、別記様式第
４６号による滞納整理票を作成しなければならない。ただし、自動車税に係る
滞納整理票にあっては、督促状を発した日から１月以内に作成すれば足りるも
のとする。 
２・３ （略） 
 
（還付の決議等） 
第３８条の４ （略） 
２ 県税事務所等の長は、歳出還付（不動産取得税および軽油引取税に係る還付
金の歳出還付を除く。）をするときは、納税者または特別徴収義務者からの過
誤納金還付請求書の提出を省略させることができる。 
 
（法人税に関する書類の記録） 
第４２条 （略） 
２ 県内の２以上の市町において事務所または事業所を有する法人の主たる事務
所または事業所の所在地を管轄する県税事務所等の長は、法第６３条第４項（
更正または決定に係る法人税額等の通知）の規定により関係市町長に通知する
場合は、規則第４９条の２（県民税に係る様式）の表１０の項に規定する法人
税額に係る更正または決定通知書により事務所または事業所の所在するすべて
の市町の長に通知しなければならない。 
 
（課税免除車の取扱い） 
第５５条 県税事務所等の長は、規則第７２条第１項に規定する自動車税課税免
除申請書または同条第３項に規定する自動車税課税免除事由消滅届が提出され
た場合は、必要事項を調査検討して課税免除の承認、不承認または取消しをし

（徴収猶予およびその取消しの手続） 
第２１条 （略） 
２ （略） 
３ 第１項の規定は、規則第５８条（不動産取得税に係る様式）の表⑺の項およ
び⑻の項に定める申請書もしくは申告書または規則第７５条（環境性能割およ
び種別割に係る様式）の表⑵の項に定める申請書もしくは申告書の提出があり
、その申請書または申告書に基づき徴収の猶予をする場合に準用する。 
（滞納整理手続等） 
第２２条 県税事務所等の長は、督促状を発した場合には、直ちに、別記様式第
４６号による滞納整理票を作成しなければならない。ただし、自動車税の種別
割に係る滞納整理票にあっては、督促状を発した日から１月以内に作成すれば
足りるものとする。 
２・３ （略） 
 
（還付の決議等） 
第３８条の４ （略） 
２ 県税事務所等の長は、歳出還付（不動産取得税、軽油引取税および自動車税
の環境性能割に係る還付金の歳出還付を除く。）をするときは、納税者または
特別徴収義務者からの過誤納金還付請求書の提出を省略させることができる。 
 
（法人税に関する書類の記録） 
第４２条 （略） 
２ 県内の二以上の市町において事務所または事業所を有する法人の主たる事務
所または事業所の所在地を管轄する県税事務所等の長は、法第６３条第４項（
更正または決定に係る法人税額等の通知）の規定により関係市町長に通知する
場合は、規則第４９条の２（県民税に係る様式）の表⑽の項に規定する法人税
額に係る更正または決定通知書により事務所または事業所の所在するすべての
市町の長に通知しなければならない。 
 
（課税免除車の取扱い） 
第５５条 県税事務所等の長は、規則第７２条第１項に規定する自動車税種別割
課税免除申請書または同条第３項に規定する自動車税種別割課税免除事由消滅
届が提出された場合は、必要事項を調査検討して課税免除の承認、不承認また
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、規則第７５条（自動車税に係る様式）の表１８の項に定める自動車税課税免
除（不承認）通知書または同表２０の項に定める自動車税課税免除取消通知書
により申請者または届出者に通知するとともに所要の措置をしなければならな
い。 
 
別表（第３８条の５関係） 

賦課徴収事務名 根拠法令等 
処理日数
（法定処
理日数） 

（略） （略） （略） 
ゴルフ場利用税の特別徴収義務者への登
録証票の交付 
 
 
 
 
 
 

（略） （略） 

引取に係る軽油の譲渡の承認 （略） （略） 
（略） （略） （略） 
製造等承認証の交付 （略） （略） 
自動車等の売主の第２次納税義務の免除
の承認 

地方税法第１１条の１０
第２項 

１４日 
 

継続検査用自動車税の証明書の交付 福井県県税条例第１５３
条 

即日 

民事執行規則に基づく証明書の交付 （略） （略） 
（略） （略） （略） 

 

は取消しをし、規則第７５条（環境性能割および種別割に係る様式）の表⒅の
項に定める自動車税種別割課税免除（不承認）通知書または同表⒇の項に定め
る自動車税種別割課税免除取消通知書により申請者または届出者に通知すると
ともに所要の措置をしなければならない。 
 
別表（第３８条の５関係） 

賦課徴収事務名 根拠法令等 
処理日数
（法定処
理日数） 

（略） （略） （略） 
ゴルフ場利用税の特別徴収義務者への登
録証票の交付 

（略） （略） 

譲渡担保財産の取得に対して課する環境
性能割の納税義務の免除の承認 

地方税法第１６４条第１
項 

１４日 

譲渡担保財産の取得に対して課する環境
性能割の徴収猶予の承認 

地方税法第１６４条第２
項 

１０日 

自動車の返還があった場合の環境性能割
の還付または納税義務の免除の承認 

地方税法第１６５条第１
項 

３０日 

引取に係る軽油の譲渡の承認 （略） （略） 
（略） （略） （略） 
製造等承認証の交付 （略） （略） 
自動車等の売主の第二次納税義務の免除
の承認 

地方税法第１１条の１０
第２項 

１４日 

継続検査用自動車税種別割の証明書の交
付 

福井県県税条例第１５３
条 

即日 

民事執行規則に基づく証明書の交付 （略） （略） 
（略） （略） （略） 

   
訓令様式第３１号（その１）を削る。 
訓令様式第３１号（その２）中「種別割」を削り、同様式を訓令様式第３１号とする。 
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訓令様式第１７３号の５中

「

             

」

を

「             

」

に改める。 

   附 則 
 （施行期日） 
１ この規則は、令和８年４月１日から施行する。 
 （経過措置） 
２ 改正前の県税賦課徴収事務取扱規程に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。 
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